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１２月４日（木）～１０日（水）は

です第６０回人権週間
１２月１０日（水）～１月１０日（土）

年末年始の交通安全県民運動

浄化槽法定検査（１１条検査）の
受検にご協力を!

“育てよう 一人ひとりの 人権意識

　　　 思いやりの心・かけがえのない命を大切に”

いじめや虐待など子どもの人権に関する相談・情報

　人権週間は昭和２３年１２月１０日、国連総会において、

世界人権宣言が採択された日を記念してできたもので

す。

　「人権」というのは、人間らしい幸せな生活を営むの

に必要な権利です。お互いの人権が尊重される明るい世

の中にしたいものです。

　皆さんの中で、家庭内の問題（夫婦、親子、結婚、離

婚、扶養、相続等）、借地・借家問題、差別問題、外国人

の問題、隣近所とのもめごとなど、さまざまな心配ごと

でお困りの人は、人権相談所（高松法務局観音寺支局）

あるいは地元の人権擁護委員にお気軽にご相談くださ

い。相談内容等の秘密は固く守られます。

　夫や恋人からの暴力、職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントやストーカー行為などの女性の人権に関する
相談・情報

　例年、年末年始は人や車の往来が増加することや、忘

年会や新年会等の飲酒の機会も多くなることから、重大

事故の多発が懸念されます。そこで、次の重点項目に注

意して、交通事故防止に努めましょう。

① 飲酒運転の根絶

② 交差点およびその付近での交通事故防止

③ すべての座席のシートベルトとチャイルドシート

　 の正しい着用の徹底
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女性の人権ホットライン
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高松法務局人権擁護部

　法定検査とは、毎年１回、知事が指定した指定検査機

関〔（社）香川県浄化槽センター〕が水質検査などを行い、

浄化槽が適性に維持管理され本来の浄化機能が十分に発

揮しているかを確認する重要な検査です。

　同センターから浄化槽を設置しているすべての人に法

定検査の受検案内

が郵送されます。

案内が届きました

ら、内容・趣旨を

ご理解いただき、

申込書を返送して

検査を受けてくだ

さい。
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問い合わせ

▲

　水処理課　　　　　　　 ☎７２－５６６７
（社）香川県浄化槽センター　☎０８７－８８１－６６００

グリーンパトロールカー
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市営住宅の入居者募集

問い合わせ　住宅課　☎６２－１１３１

▲

①市内に住所または勤務場所を有する人
②同居の親族か、同居しようとする親族がいる人
（婚姻の届け出はしていなくても、事実上婚姻関係と
　同じ事情にある人や婚約者を含む）
③現に住宅に困窮していることが明らかな人
④市町村税等を滞納していない人

⑤世帯の月額所得が基準の範囲内であること
⑥申込者または同居親族が暴力団員（「暴力団員によ
　る不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号
　に規定する暴力団員をいう）でないこと

①申込書（住宅課または各支所事業課・高瀬事業課に
　あります）
②住民票（本人および同居しようとする親族全員、続
　柄が記載されたもの）
③所得課税証明書（１５歳以上で学生を除く全員）
④納税証明書（１５歳以上で学生を除く全員）
⑤申立書

申込ができる人

住　宅　名 （所 在） 構　　造 使　　用　　料戸数

公　
　

営　
　

住　
　

宅

神原団地（高瀬町下勝間）

西野団地（詫間町詫間）

高谷団地（詫間町詫間）

唐崎団地（詫間町松崎）

曽保団地（仁尾町仁尾甲）

１５,９００～３４,９００円

２２,３００～４８,９００円

８,３００～１８,３００円

６,６００～１３,８００円

７,４００～１５,１００円

１

１

１

１

１

３ＤＫ（中層耐火3階建）

３ＤＫ（中層耐火4階建）

３ＤＫ（簡易耐火2階建）

３ＤＫ（簡易耐火2階建）

２ＤＫ（簡易耐火2階建）

入居する人の所得に
応じて決定します

（次の条件をすべて備えている人）

必要書類

入居者選考委員会により選考し、決定します。

入居の決定方法

平成２１年１月上旬

入居予定時期

　入居希望者は、１２月１日（月）から１５日（月）の午前
８時３０分から午後5時（土、日は除く）までに、必要
書類を持って住宅課または各支所事業課・高瀬事業課
までお申し込みください。なお、申し込み期間以外の
受付はしませんので、ご注意ください。

申込期間

（注）一定の条件を満たす場合、単身入居も可能です。

『裁判員制度』

裁判員になれないのは、
どのような人ですか？


